令和６年度における教職員の懲戒処分の状況について

１　報告期間
令和６年９月１日から同年１２月３１日まで

２　概　　要
　　期間中、１７件（１９名）の懲戒処分を行った。※［　］内は前年同期の数
	校種別
	免職
	停職
	減給
	戒告
	懲戒計(名)

	高等学校
	１［２］
	２［２］
	４［３］
	１［２］
	　８［ ９ ］

	支援学校
	１［０］
	１［０］
	２［０］
	０［１］
	　４［ １ ］

	中学校
	３［１］
	０［０］
	１［５］
	１［０］
	　５［ ６ ］

	小学校
	０［０］
	０［０］
	２［２］
	０［１］
	　２［ ３ ］

	合　計(名)
	５［３］
	３［２］
	９［１０］
	２［４］
	１９［１９］









	行為態様別
	免職
	停職
	減給
	戒告
	懲戒計(名)

	一般服務関係
	１［２］
	３［１］
	５［８］
	１［２］
	１０［１３］

	公金公物関係
	１［０］
	０［０］
	３［１］
	０［０］
	　４［ １ ］

	公務外非行関係
	３［１］
	０［１］
	０［１］
	０［０］
	　３［ ３ ］

	交通法規違反等
	０［０］
	０［０］
	０［０］
	１［０］
	　１［ ０ ］

	管理監督責任
	０［０］
	０［０］
	１［０］
	０［２］
	　１［ ２ ］

	合　計(名)
	５［３］
	３［２］
	９［１０］
	２［４］
	１９［１９］










　　　
（１）一般服務関係…９件（１０名）
①体罰…２件（２名）
・　市立小学校　男性教諭（４５歳）『減給６月』
　　　　令和５年５月から12月にかけて、担当する児童らの指導の際、背中を手で叩く、頭部にデコピンするなどの体罰のほか、児童らの椅子の座面等をつま先で蹴る、ノート返却の際に放り投げて渡すなどの不適切な行為を複数回行った。
　　　　また、令和６年２月中旬、教室に入り渋る児童を強引に押して教室に入れる等行った。
　[管理監督責任] 
　　　校　　長（６０歳）　訓戒
　　　関係教諭（３０歳）　訓告

　・　府立高等学校　男性講師（６６歳）『停職１月』
　　　　　令和６年７月から10月にかけて、担当教科の実習中に、生徒の首を掴む、首に両手をあてて揺する、両腕で首を軽く締める等の行為を複数回行ったほか、生徒から受け取った実習レポートを放る、定期考査中に複数の生徒に話かけるなど不適切な言動を行った。
　[管理監督責任] 
　　　校　　長（６１歳）　訓戒

②生徒へのセクシュアル・ハラスメント…１件（１名）
・　府立高等学校　男性講師（５４歳）『減給１月』
　　　 令和６年５月から７月までの間、自身が受け持ったクラスの生徒らに対し、授業中等に不適切な言動を繰り返し行ったほか、女子生徒１名に対し、下の名前でちゃん付けで呼ぶなどの性的な言動を複数回行った。
　[管理監督責任] 
　　　校　長（６１歳）　厳重注意

③職員へのセクシュアル・ハラスメント…１件（１名）
・　府立高等学校　男性校長（６０歳）『停職１月』
　　　　令和５年７月から令和６年６月にかけて、勤務校の事務職員に対し、複数回にわたり私用のLINEで不適切な内容を送信したほか、事務職員が断っているにも関わらず、複数回にわたって、執拗に食事やカラオケに誘うなどした。

④生徒に対する不適切な言動…２件（２名）
・　府立高等学校　男性教諭（６４歳）『減給３月』
　　　　令和６年５月２９日、体育の授業中、指示に沿って行動しない女子生徒２名に対し不適切な発言を行った。
   　　 また、同年２月に自身の言動について校長から指導を受けたにもかかわらず、４月以降も複数の生徒に対し不適切な発言を行っていた。
　[管理監督責任] 
　　　校　長（５０歳）　厳重注意

・　府立高等学校　女性教諭（６０歳）『戒告』
　　　　顧問である空手道部の他校との練習試合に参加した際、相手校の中学生女子部員から男子高校生との試合をしたいとの申出を受けたことに対し、具体的な理由を告げずに「迷惑だ、失礼だ」と言って断ったほか、試合終了後に相手校の全部員に向けて講評する際にも、当該女子部員がいる中で「女が男とやるのは男が迷惑だ」などと言った。
　　　　一連の言動を受けて、当該女子部員は精神的苦痛を感じ、その後56日間学校を休んだ。
　[管理監督責任] 
　　　校　長（５８歳）　厳重注意

　　⑤特別休暇の不正取得等…１件（２名）
・　府立支援学校　女性教諭（４５歳）『免　　職』
府立支援学校　男性教諭（４３歳）『停職１月』
　　　　女性教諭は、病気休職中にもかかわらず、平成30年９月から10月にかけて、合計３回、25日間、管理職に無断で海外旅行に出かけた。
　　　　また、平成30年12月から令和６年３月の間において、計11回にわたり特別休暇の虚偽申請を行い、休暇を16日３時間45分を不正取得したほか、計12回にわたり在宅勤務の虚偽申請を行い、11日１時間30分の間、勤務を怠って国内外の旅行や買い物に出かけた。
　さらに、令和６年６月15日、自宅で夫婦喧嘩した際、夫に対し暴行を加えたほか、夫の眼鏡を折って壊すなどした。
男性教諭は、令和６年６月15日、自宅で夫婦喧嘩した際、妻の顔を拳で殴る、木製の箱や木片で叩くなどの暴行を加えて妻に全治１週間の怪我を負わせたことにより、傷害容疑で逮捕された。
　[管理監督責任] 
校　長（５７歳）　厳重注意
前校長（５４歳）　厳重注意
前校長（５６歳）　厳重注意

⑥個人情報の漏洩等…１件（１名）
・　市立小学校　男性教諭（２５歳）『減給１月』
　　　　令和６年２月中旬から３月初旬にかけて、勤務校に第三者を無断で立ち入らせたほか、学校で使用する学習支援アプリを第三者に使用させるなどして、第三者に自身の業務を手伝わせた。
　　　　さらに、私用ＵＳＢを学校のパソコンに接続する等して、担任する児童の個人情報を校外に持ち出し、当該情報を含む資料作成などの業務を第三者に手伝わせたことにより、個人情報を漏洩させた。
　[管理監督責任] 
　　　校　長（４７歳）　厳重注意

⑦欠勤…１件（１名）
・　府立高等学校（定時制）　男性教諭（３４歳）『減給１月』
　 令和５年１２月２６日、自宅で寝過ごしたことにより欠勤した。
   また、その欠勤をごまかすため、学校に来て退勤打刻を行い勤務していたかのように装った。
　[管理監督責任] 
　　　前准校長（５０歳）　厳重注意

（２）公金公物関係…４件（５名）※管理監督責任含む
　　①横領…１件（１名）
・　市立中学校　男性講師（４３歳）『免職』
　令和６年５月20日頃から６月中旬頃にかけて、吹奏楽部の部活動費のうち合計約23万円を自身の財布に入れて自宅に持ち帰り私的に使用した。
　 また、令和６年６月５日から28日までの間、１年生学年会費の口座から合計60万円を４回に分けて出金し、自身の鞄に入れて自宅に持ち帰り私的に使用した。
[管理監督責任] 
校長（６２歳）　減給１月
教頭（４７歳）　厳重注意

②通勤手当等の不正受給…３件（３名）
・　府立高等学校　男性非常勤講師（２３歳）『減給１月』
　　公共交通機関を利用する通勤認定を受けていたにもかかわらず、一部区間について認定外の徒歩通勤を行い、交通費を不正に受給した。

・　府立支援学校　男性教諭（４６歳）『減給３月』
　　公共交通機関を利用する通勤認定を受けていたにもかかわらず、認定外の自転車で通勤するなどし、通勤手当を不正に受給した。
　 また、学校での聞き取りに対し虚偽の報告を行った。
　　　
・　府立支援学校　女性教諭（３１歳）『減給１月』
　　　　　　電車とバスを利用する通勤認定を受けたにもかかわらず、バスを利用することなく、徒歩と電車で認定外通勤した。
　　　　　　また、転居後、電車を利用する通勤認定を受けたにもかかわらず、認定外の自転車で通勤するなどし、通勤手当を不正に受給した。

（３）公務外非行関係…３件（３名）
　　①中学生への性的暴行…１件（１名）
　　　・　市立中学校　男性教諭（３８歳）『免職』
　　　　　　令和６年９月７日、ＳＮＳで知り合った中学２年生の女子生徒に対し、お小遣いをあげるなどと言って自宅に誘い性的暴行をした。

　　②盗撮…１件（１名）
　　　・　町立中学校　男性教諭（２４歳）『免職』
　　　　　　令和５年４月から令和６年７月までの間において、駅の階段やエスカレーターで、女子高校生などのスカートの中をスマートフォンで、少なくとも100回以上盗撮した。

　　③窃盗…１件（１名）
　　　・　府立高等学校　男性教諭（３２歳）『免職』
　　　　　　令和４年９月１２日、勤務校の敷地内に駐輪された在校生徒の自転車を盗んで自宅に持ち帰り、その後１年間にわたり、自身の通勤のために使用した。

（４）交通法規違反等…１件（１名）
①交通違反等…１件（１名）
　・　市立中学校　男性講師（５７歳）『戒告』
　　　　令和６年７月10日勤務後、帰宅のため通勤用の原付バイクで走行中、法律で規定された方法によらずに交差点を右折したため、警察官に呼び止められて交通違反の指導を受けた。
　　　　その際、警察官に対し、自分の免許証ではなく、妻の免許証を提示した上で、妻の名前で署名捺印を行った。




















３　府教委の主な取組み
　
○　令和６年４月より毎月、市町村教育委員会あて、過去の懲戒処分事例や不祥事防止に向けたワークシート集のチェックリスト等を活用した、「教職員による不祥事根絶にむけて」のメッセージを送付し、所管の校長に対して、教職員への回覧や配付、職員室での掲示等、実情に応じて活用を行うよう周知を行った。

　○　令和６年１１月、府立学校長・准校長及び市町村教育委員会教育長あて、わい
せつ行為、ハラスメント、体罰等の不祥事の根絶に向けて、「教職員の綱紀の保
持について（通達・通知）」を発出した。
通達には、直近に発生した懲戒処分事例（概要、発覚の経緯、動機、処分内容）
を添付し、事例毎に「チェック項目」を設け、研修等での活用を指示した。
　また、教職員による児童生徒への性的暴行や常習盗撮等の性犯罪・性暴力事件
が立て続けに生起していることから、改めて、性犯罪・性暴力等に係る法律・条
例等での禁止行為や罰則等、懲戒処分等の対象になる場合の例示を示し、教職員
に再読させるとともに、令和６年１１月の道路交通法改正により、自転車の「酒
気帯び運転」への罰則新設や自転車運転中によるスマートフォン等を使用する
「ながら運転」の罰則強化について、関連リーフレット等を示すなど、教職員一
人ひとりが、不祥事を他人事とせず、自分自身の意識や行動を見つめなおし、自
覚ある行動をとることが必要であると明記し自律を求めた。
　
○　あわせて、必携資料「不祥事『０（ゼロ）』に向けて」を送付し、「懲戒処
分とその影響」についての一覧を掲載するとともに、懲戒処分によって、給
与や退職手当に影響が及ぶことや、教員免許状が失効する場合もあること
について示し、教職員への注意喚起を促した。

3－2
